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請願・陳情はだれでも出せます

請請願・陳情陳情情のの取り扱い

議 長 受 理

請願・陳情の提出
※陳情者が町内の場合、請願と同じ取扱いをします。（嵐山町議会会議規則第95条）

議会運営委員会で取り扱いを判断 次に該当の場合は、議場配付のみとします。
a．特定の個人、団体等を誹謗し、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れがあるもの
b．裁判等で係争中の事件に関わるもの
c．趣旨等が不明確なもの
d．郵送等により提出されたもので、陳情者と連絡が取れないもの
e．件名に個人名があるもの
f．私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの
g．賛同者のいないもの
h．その他議会の審査になじまないもの

本会議で委員会付託
aからhに該当しない場合

本会議で議場配付
aからhに該当する場合

常任委員会で審査
委員会で提出者から説明を聞く機会を設けています。（嵐山町議会基本条例第６条第５項）

審査結果の報告・議決（採択・不採択）
結論が得られた場合、本会議において

閉会中の継続審査の申し出
結論が得られない場合、本会議において

※議会終了後も委員会で継続して調査を行います。

請願・陳情者に通知
※採択の場合、意見書の提出や町長報告を求めるなど手続きがございます。

承ください。）定員50名（定員を超えた場合は入場をお断りいたします。ご了承くださ
託児を希望される方は、12月３日までに議会事務局へお申し込みください。託児を希望される方は、12月３日までに議会事務局へお申

町民に開かれた議会を目指して

12月12日（土）①午前９時～　　②午後１時30分～
会場：役場町民ホール

のお知らせ議議会報告会第17回 Ⓒ嵐山町 2011

意見交換会もあわせて実施します。

意見交換会テーマ：コロナ禍にて町に望むもの
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小
川
地
区
衛
生
組
合
議
会

令
和
２
年
度
第
２
回
定
例
議
会
が
８
月
12
日（
水
）午
前
10
時
よ
り
、
小
川
町

議
会
議
場
に
お
い
て
開
会
さ
れ
、
議
案
は
す
べ
て
可
決
し
た
。

比
企
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
、
８
月
６
日
に
議
会
を
開
き
、
提
出
さ
れ
た
議

案
は
す
べ
て
可
決
し
閉
会
し
た
。
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【
全
議
案
】

議
案
第
12
号

池
ノ
入
環
境
セ
ン
タ
ー
臭

気
捕
集
装
置
落
下
に
よ
る
物
損
事
故
に
係

る
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
に
つ

い
て２

０
２
０
年
６
月
25
日
午
後
２
時
頃
、

バ
キ
ュ
ー
ム
車
運
転
席
後
部
に
装
置
が
落

下
し
て
車
に
傷
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
。

甲
（
小
川
衛
生
組
合
）
が
10
割
、
乙

（（
有
）ク
リ
ナ
ス
）
が
０
割
。
甲
は
乙
に

損
害
賠
償
金
22
万
円
支
払
う
。

議
案
第
13
号

令
和
２
年
度
小
川
衛
生
組

合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
５
２
７
３
万
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

14
億
８
０
５
８
万
円
と
す
る
。

歳
入

繰
越
金
に
５
２
７
３
万
円

歳
出

予
備
費
に
５
２
５
３
万
円

議
案
第
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号

令
和
元
年
度
小
川
衛
生
組

合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

収
入
済
額

13
億
１
０
２
５
万
円

歳
出
済
額

12
億
３
７
５
２
万
円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

７
２
７
３
万
円

主
な
収
入
額

雑
入
の
増
額

３
０
６
３
万
円

主
な
歳
出
額

衛
生
費

４
２
８
３
万
円

塵
芥
処
理
費

委
託
料

５
億
６
１
４
０
万
円

（
※
金
額
は
千
円
以
下
四
捨
五
入
）

議
員
提
出
議
案
第
１
号

管
理
者
の
専
決

処
分
事
項
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
第
１
８
０
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は

管
理
者
に
お
い
て
専
決
処
分
す
る
こ
と
が

出
来
る
も
の
と
す
る
。

１
．
新
火
葬
場
の
建
設
が
順
調

に
進
み
令
和
３
年
１
月
か
ら

供
用
開
始
に
な
る
。
小
動
物

の
火
葬
炉
も
整
備
さ
れ
て
い

る
。
な
お
使
用
料
金
に
つ
い

て
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

２
．
令
和
元
年
度
決
算
に
つ
い

て
消
防
特
別
会
計

歳
入

32
億
６
５
５
８
万
円

歳
出

31
億
３
０
５
９
万
円

差
引

１
億
３
４
９
９
万
円

歳
出
費
用
の
主
な
も
の

人
件
費

22
億
４
９
８
７
万
円

（
消
防
隊
員
２
８
０
名
）

購
入
費

５
４
７
３
万
円

（
嵐
山
分
署
に
化
学
消
防
ポ
ン

プ
車
）

※
金
額
は
千
円
以
下
四
捨
五
入

アルミ缶・金属類

区

分
単　　位

使　用　料

関係市町村民 他市町村民

小
動
物
炉

単独火葬
10㎏未満
10㎏～25㎏未満
25㎏～50㎏未満

１体
１体
１体

7,000円
14,000円
21,000円

21,000円
42,000円
63,000円

合同火葬
10㎏未満
10㎏～25㎏未満
25㎏～50㎏未満

１体
１体
１体

4,000円
8,000円
12,000円

12,000円
24,000円
36,000円

新葬祭場使用料（新規追加分）


